
○実雇用障害者数をカウントする場合
→重度以外の身体障害者又は知的障害者である短時間労働者は、０．５カウント

○算定の基礎となる常用雇用労働者の総数をカウントする場合
→短時間労働者は０．５カウント

☆雇用障害者数のカウントの方法は次のとおり。

超えている → 調整金の支給
○雇用障害者数が法定雇用率（１．８％）を

下回っている → 納付金の納付

☆制度の適用から５年間は、納付金の減額特例が適用されます。
常用雇用労働者が２０１人以上３００人以下の事業主

平成２２年７月から平成２７年６月まで
納付の額＝（法定雇用障害者数－雇用障害者数）×４万円（１人月額）

※常用雇用労働者３０１人以上事業主の納付金の額は５万円（１人月額）
※障害者雇用調整金は、２万７千円（１人月額）

☆平成２７年４月１日からは、１０１人以上の事業主に納付金制度の適用が拡大されます。

平成２２年７月１日から次の１から３までが施行されます。

この改正に係る納付金申告・調整金申請は、年度途中で事業を廃止した場合等を除き、

平成23年度 （対象期間 ：平成22年7月から平成23年3月まで ） から開始されます。

事業主の皆さまへ

「障害者雇用納付金制度」の一部改正のお知らせ
中小企業における障害者雇用の促進及び短時間労働に対する障害者のニーズへの対応などをねらいと

して、「障害者の雇用の促進等に関する法律」の一部を改正する法律（平成２０年法律第９６号）が成立し、

平成２１年４月から段階的に施行されています。これに伴い、「障害者雇用納付金制度」の一部が次のように

変わります。

１ 新たに、常用雇用労働者数２０１人以上３００人以下のすべての中小企業に
障害者雇用納付金の申告を行っていただくこととなりました。

２ 週２０時間以上３０時間未満の短時間労働者を労働者等に加えて納付金の
申告等を行っていただくこととなりました。（労働者の数及び雇用障害者数
ともに算入）

０．５１精神障害者

１２重度

０．５１身体・知的障害者

２０時間以上３０時間未満３０時間以上週所定労働時間



○分割して受給できる事業主は、雇用率算定の特例について厚生労働大臣の認定を受け
た場合に限られます。

○分割支給先は、１支給決定につき１０社以内です。

○個々の分割支給額の千円未満の端数は、５００円となります。

☆分割支給の例 （支給額）
親事業主 １００万円
特例子会社 ３００万円

親事業主申請額 関係会社 １００万円
６００万円 関係会社 ５０万円

関係会社 ５０万円

○一定の要件を満たす企業グループとして厚生労働大臣の認定を受けたものについては、
企業グループ全体で納付金の申告等を行うことになりました。

○中小企業が事業協同組合等を活用して共同事業を行い、一定の要件を満たすものとして
厚生労働大臣の認定を受けたものについては、事業協同組合等（特定組合等）とその組合
員のうち特定事業主を合わせて納付金の申告等を行うことになりました。

→事業協同組合等とは、次に掲げる組合を指します。
・事業協同組合、水産加工業協同組合、商工組合、商店街振興組合

→厚生労働大臣の認定の申請については、ハローワークで受け付けています。

４ 企業グループ及び事業協同組合等に関する雇用率算定の特例が創設
されました。

５ 親会社、特例子会社、関係子会社、事業協同組合等、特定事業主等が、
調整金等を分割して受給できることになりました。

３ 除外率設定業種の除外率がそれぞれ１０％ポイント引き下げられることに
なりました。

平成２１年４月１日から次の４及び５が施行されました。

【問合せ先】
・都道府県 高齢・障害者雇用支援協会 高齢・障害者雇用促進協会 雇用促進協会
雇用開発協会 雇用支援協会 高齢者・障害者雇用支援協会 総合雇用推進協会

・独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構 納付金部 （ http://ｗｗｗ.ｊｅｅｄ.ｏｒ.ｊｐ/)
〒105-0022 東京都港区海岸1-11-1 ℡ ０３－５４００－１６２４

・都道府県労働局


